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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第90期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第91期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第90期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ６月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ６月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 19,196 20,112 87,922

経常利益 (百万円) 43 373 2,404

四半期(当期)純利益 (百万円) 56 46 602

純資産額 (百万円) 39,184 38,639 39,417

総資産額 (百万円) 72,621 72,249 74,308

１株当たり純資産額 (円) 207.33 204.47 208.59

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 0.30 0.24 3.19

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 54.0 53.5 53.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,414 2,129 8,251

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △508 △291 △1,843

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,522 △578 △3,694

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 3,081 6,653 5,380

従業員数 (名) 2,827 2,853 2,797

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

　　 ２　売上高には、消費税等は含まれていない。

　　 ３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
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２ 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、シューズ製品、プラスチック製品、産業資材製品の製造及

び販売を主な事業としている。

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動は無い。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 2,853〔457〕

(注) 　従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

いる。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 1,493〔164〕

(注) 　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。臨時従業員数は

〔　〕内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載している。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。
　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

シューズ 1,715 ―

プラスチック 8,121 ―

産業資材 4,959 ―

合計 14,796 ―

(注) １  金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去している。
２  上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　
(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。
　

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

シューズ 5,472 ― 2,782 ―

プラスチック 9,299 ― 1,455 ―

産業資材 6,175 ― 255 ―

合計 20,947 ― 4,493 ―

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去している。

２  上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　
(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。
　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

シューズ 4,869 ―

プラスチック 8,947 ―

産業資材 6,295 ―

合計 20,112 ―

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去している。

２  上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動又

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はない。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

　
(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間における経済情勢は、各国の経済対策などもありかつての最悪期を脱し

回復に向かうかに見られたが、南欧諸国の国家財政不安に起因する円高・株安、鉄鋼や石油由来原材

料の再値上がり、さらには「エコポイント制度」需要の一巡などもあり先行きの不透明感を否めない

情勢で推移した。

このような事業環境下、当社グループは収益性の向上を目指して独自技術による新商品開発、グ

ローバル展開、効率化の推進などに取り組んだ結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高

20,112百万円(前年同四半期比4.8％増)、営業利益268百万円(前年同四半期は営業損失53百万円)、経

常利益373百万円(前年同四半期比763.1％増)、四半期純利益46百万円(前年同四半期比19.0％減)と

なった。

　
セグメントの業績は、次のとおりである。

〈シューズ事業〉

消費低迷による小売価格の低価格化と天候不順による夏物の不振で販売が苦戦、主力生産地である

中国での労働力不足による人件費および原材料価格の高騰が続き、製造拠点のシフト分散を余儀なく

されるなど厳しい環境が続いた。　

そのような状況下「瞬足」シリーズは、全国の園児・学童に支持されたものの、市況低迷により計

画達成には至らなかった。

　「アキレス・ソルボ」は、靴専門店・百貨店を中心に好評を得た。

　「スポルディング」、「スケッチャーズ」は、ナショナルブランドの価格低下の影響が続き苦戦し

た。その中にあって、スケッチャーズのシェイプアップスは健康志向商品として世代を問わず好評を

得た。

「エコー」は、新商品を投入し売上の回復に注力したが、消費の節約志向、低価格志向により売上は

計画を下回った。　

シューズ事業の当第１四半期連結業績は売上高4,869百万円、セグメント利益は201百万円となっ

た。

　
〈プラスチック事業〉

車輌資材関連商品は、好調な中国市場に支えられ輸出は順調に受注が回復した。国内需要は、車輌

メーカーの海外生産シフトの流れから本格的な受注回復には至らなかったものの、前年を大きく上回

ることができた。

フイルムの国内事業は、一般分野、電子材料関連及び海外向け建材用などの産業分野で好調に推移

した。農業資材分野は原材料動向を見越した影響などを追い風に伸長した。また、北米事業は消費が上

向き文具用フィルム、産業用フィルムを主体に売上、利益とも順調に回復した。

ゴム引布関連商品は、輸出関連商品（ボート、原反）の回復はあったものの、国内需要の低迷から

ボート、テント、ジョイントが販売減となった。
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建装商品は、住宅着工戸数の減少継続の影響を受けクッションフロアを中心とした床材は苦戦した

ものの、壁材は量産タイプを拡販し前年を上回ることができた。床材は、導電性床材「アイシートロ」

を新規上市した。壁材は、ＯＥＭ商品の新柄を発売し今後の拡販に努めていく。

プラスチック事業の当第１四半期連結業績は売上高8,947百万円、セグメント利益は237百万円と

なった。
　

〈産業資材事業〉

ウレタンは、消費低迷の厳しい環境下、一部車輌向けの回復はあったものの全体としては前年を下

回り、製販一体となって取り組んだコストダウンも大きな成果は得られなかった。エコ関連の新商品

発売と寝装分野での商品化を進め、拡販に努めていく。

断熱資材は、建装部門同様住宅着工戸数の減少の影響を受け苦戦した。その中で一部戸建て住宅の

回復基調と住宅エコポイント制度を追い風として省エネ指向の高まりを捉え、木造戸建て用外張り断

熱ボードは業績に貢献した。スチレン製品は、鋳造模型用の回復で売上微増となった。今後は環境対応

型商品である「キューワンボード」および業界でのノンフロン宣言を追い風としたノンフロン現場

発泡システムに注力する。　　　

静電気対策商品の国内販売は、電子業界の回復はあったが、ユーザーの統合などにより価格競争が

激化し苦戦した。一方、中国子会社はハードディスクがパソコン市場の拡大、ＯＡ機器への展開が進む

中、関連資材の拡販で業績を大幅に回復した。大型ＲＩＭ成形品は医療機器の市況好転により前年を

上回ることができた。

衝撃吸収材は主力製品のインソールが計画通りに推移すると共に、工業品が一部回復してほぼ前年

並みの業績を維持した。

産業資材事業の当第１四半期連結業績は売上高6,295百万円、セグメント利益は402百万円となっ

た。
　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は72,249百万円で前連結会計年度末に比較して

2,058百万円減少した。 

　資産の部では、流動資産は44,425百万円となり前連結会計年度末に比較して1,425百万円減少した。

これは主に、受取手形及び売掛金が3,337百万円減少し、現金及び預金が1,307百万円増加したことに

よる。固定資産は27,824百万円となり前連結会計年度末に比較して632百万円減少した。これは主に、

有形固定資産が333百万円減少したことによる。 

　負債の部では、流動負債は26,640百万円となり前連結会計年度末に比較して1,228百万円減少した。

これは主に支払手形及び買掛金が1,443百万円減少したことによる。固定負債は6,969百万円となり前

連結会計年度末に比較して51百万円減少した。 

　純資産の部は、前連結会計年度末に比較して777百万円減少の38,639百万円となった。これは主に、利

益剰余金が520百万円、その他有価証券評価差額金が122百万円、繰延ヘッジ損益が186百万円それぞれ

減少したことによる。以上の結果、自己資本比率は53.5％となり前連結会計年度末に比べ0.5％好転し

た。 
　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は6,653百万円

(前年同四半期比3,571百万円増加)となった。 

　営業活動の結果、増加した資金は2,129百万円(前年同四半期比285百万円収入減)となった。これは主

に減価償却費704百万円、売上債権の減少3,359百万円による収入と、仕入債務の減少1,457百万円によ

る支出によるものである。 

　投資活動の結果、減少した資金は291百万円(前年同四半期比216百万円支出減)となった。これは主に

固定資産の取得による支出245百万円によるものである。 

　財務活動の結果、減少した資金は578百万円(前年同四半期比944百万円支出減)となった。これは主に

配当金の支払566百万円によるものである。 
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はない。　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「会社の支

配に関する基本方針」という。)、及び当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本プラン」

という。)を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであ

る。

　
①会社の支配に関する基本方針 　

当社は、経営の効率性や収益性を高める観点から、専門性の高い業務知識や営業ノウハウを備えた者

が取締役に就任して、法令および定款の定めを遵守しつつ当社の財務および事業の方針の決定につき

重要な職務を担当することが、会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えている。ま

た、当社は株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的

には株主の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の移動を通じた企業活動の活性化の

意義や効果についても、何らこれを否定するものではない。 　

しかしながら資本市場では、対象となる企業の経営陣との十分な協議や合意のプロセスを経ること

なく、一方的に大規模な買付提案またはこれに類似する行為を強行するという動きがある。これら大規

模買付や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要し株主に不利益を与える恐れのあるもの、

買収の提案理由が不明確なもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付の内容等について検討し、あ

るいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、明らかに

濫用目的であるもの等々、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも

少なくない。 　

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付行為や買付提案を行う者は不適切であり、このような

者に対しては必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保する必要があると考えている。

　
②会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 　

当社グループは、多数の投資家に中・長期的に当社に投資を継続してもらうために、当社の企業価値

ひいては株主の共同の利益を確保、向上させるための取組みとして以下のような施策を実施している。

　当社グループは、「お客様の真の満足と感動をいただける価値（製品、サービス、情報）の提供を通し

て豊かな社会の実現に貢献する」という企業理念の下、多角的に事業展開を図り，各事業がその強み

を発揮するとともに、成長分野に的を絞り積極的に投資を行うことで「企業価値の増大」を図り、全て

のステークホルダーの期待と信頼に応えていく会社になることを目指し、以下の重要課題に取り組ん

でいる。 

イ． 体質強化と成長事業の展開 

　1) 高付加価値新商品の開発 

　2) 生産技術の革新によるコストダウン

　3) 品質保証体制の確立 

　4) 業務効率化による固定費の削減 

ロ． 研究開発成果の事業化スピードＵＰ 

ハ． 海外グローバル化への対応と展開 

ニ． 人材開発の継続とグローバル人材の育成 

ホ． ＣＳＲ(企業の社会的責任)に基づく企業経営の推進 

ヘ． 内部統制システムの整備・運用 
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当社は、創業以来、プラスチックの加工をベースに多様な事業展開を進めてきた。そのコア技術であ

るシートフィルム加工や発泡、モールド成形などに集約される先進のプラスチック加工技術を基本に、

そこで培われてきた多岐に亘る技術を融合し、今後一層成長が見込まれる３Ｅの分野①エレクトロニ

クス(半導体工程用フィルム・導電性プラスチック・静電気対策品)、②エネルギー(遮熱・断熱関係)、

③エコロジー(ノンフロン商品(地球温暖化対策商品)、生分解プラスチック関係等)に展開を図りなが

ら、特に有望である車輌資材、住宅資材、電子材料関連に経営資源を集中していくことで一層の企業価

値の向上に向け注力している。 

また、当社グループは、企業理念(「社会との共生＝顧客起点」)を基本に企業行動憲章、行動規範を

制定し、コーポレートガバナンス(企業統治)の充実に努めている。

　また、会社法に定める内部統制構築に関する基本方針により企業統治に関する組織、規定を充実させ

企業の透明性・効率性・健全性をより高めるとともに、取締役、監査役の役割の明確化に務め「経営の

効率化」、「経営意思決定の迅速化」に注力していく。

 

③本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業

の方針の決定が支配されることを防止する取組み) 

イ．本プラン導入の目的 

本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入したものである。 

　当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主が適切な判断をす

るために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われ

ることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における

情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」という。)を設定す

ることとし、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされ

た場合の対抗措置を含めた買収防衛策として本プランを導入した。

ロ．本プランのスキームの概要

本プランのスキームの概要は以下のとおりである。　

(a) 大規模買付行為の定義はその所有割合が20％以上となる時とする。

(b) 公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外監査役および社

外有識者から選任された、３名の委員で構成された独立委員会を設置した。　　

(c) 大規模買付者に当社に対する意向表明書、必要情報の提出をもとめる。　

(d) 当社取締役会は、必要情報の提供を完了した後、公開買付による当社全株式の買付の場合は最

長60日間またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検

討、交渉、代替案立案のための評価期間として設定する。

(e) 当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い発動の決議について株主総

会の開催を要請する場合、または、独立委員会から対抗措置発動の勧告を受けた上で、当社取

締役会が株主の意見を反映すべきと判断した場合には、株主が本プランによる対抗措置を発

動することの可否を十分に検討するための期間(以下「株主検討期間」という。)として最長

60日間の期間を設定し、当該株主検討期間中に株主総会を開催することにする。

(f) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、会社法その他の法律および当社

定款が認める対抗措置をとることにより大規模買付行為に対抗する場合がある。当社取締役

会がとる具体的対抗措置の一つとしては、新株予約権の無償割当てを行う。
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(g) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付

行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示する

ことにより、株主を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとら

ない。但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社

に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

と判断される場合には、例外的に当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、

また、必要に応じて株主総会の承認を得た上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守

ることを目的として、買収防衛を行う為に必要かつ相当な範囲で、前記(f)の対抗措置の発動

を決定することができるものとした。　

(h) 本プランは、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において議案として審議可決され、同

日より効力を発生し、その有効期限は平成23年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時ま

でとなっている。　

(i) 当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止すること

ができる。

　
④本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて) 

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが前記①の会社の

支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えている。 

イ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 　

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益

の確保または向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の

確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足している。

ロ．株主共同の利益を損なうものではないこと　

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを株主が判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主のため

に買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保し、向上させるという目的をもって導入されたものである。 

　本プランの継続は、株主の承認を条件としており、株主の意思によっては本プランの廃止も可能で

あることから、本プランが株主共同の利益を損なわないことを担保していると考える。

ハ．株主意思を反映するものであること 

本プランは、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において、その導入について株主の意思を

確認するため、議案として上程し審議可決された。 

　また、導入後は本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨

の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の意向が反映され

る。 

ニ．取締役会の恣意的判断の排除 　

本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行から独立している委員で構成される独立委

員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されている。

ホ．デッドハンド型買収防衛策ではないこと 　

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止

することが可能である。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過

半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではない。なお、当社では取締役解任決議

要件についても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしていない。

　
(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は408百万円である。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて重要な変更は次のとおりである。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手年月
完成予定
年月

(注)
総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

提出

会社
プラスチック

足利第一工場

(栃木県足利市)

フイルム製造

設備増設
1,700 ― 自己資金 ―

平成23年
４月

２

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　　 ２　前連結会計年度末の計画は、投資予定額1,607百万円・完成予定年月平成23年３月であったが、計画見直しにより

投資予定額及び完成予定年月を変更した。

　　 　　　なお、前連結会計年度末に投資予定額260百万円・完成予定年月平成22年８月で計画していたフイルム製造設備

改修は、計画見直しにより投資予定額を15百万円に変更したため表中の記載を省略している。

　

なお、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設の完了は次のとおりである。　

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容
投資額
(百万円)

完成年月
完成後の
増加能力

(注)

提出
会社

足利第一工場
(栃木県足利市)

全社共通
無電解めっき
研究設備

144
平成22年
６月

― ２

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　　 ２　前連結会計年度末の計画は、投資予定額147百万円・完成予定年月平成22年５月であったが、完工ずれ込み　　　　　　

等により投資額及び完成年月が変更となった。

　

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 700,000,000

計 700,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 195,627,147195,627,147
東京証券取引所   
市場第一部

単元株式数
1,000株

計 195,627,147195,627,147― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年６月30日 ― 195,627― 14,640― 3,660

　

(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができないので、直前の基準日である平成22年３月31日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式
 

6,651,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　　　　　　　　
　

187,424,000
187,424 ―

単元未満株式
普通株式

1,552,147
― ―

発行済株式総数 195,627,147― ―

総株主の議決権 ― 187,424 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式989株が含まれいる。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
アキレス株式会社

東京都新宿区大京町22-５ 6,651,000― 6,651,0003.40

計 ― 6,651,000― 6,651,0003.40

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 151 140 132

最低(円) 139 121 121

(注)  株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,749 5,442

受取手形及び売掛金 24,181 27,519

商品及び製品 8,215 8,080

仕掛品 1,362 1,272

原材料及び貯蔵品 2,034 1,844

繰延税金資産 1,084 855

為替予約 － 172

その他 901 876

貸倒引当金 △104 △213

流動資産合計 44,425 45,851

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,929 7,993

機械装置及び運搬具（純額） 5,348 5,527

土地 5,315 5,381

建設仮勘定 111 79

その他（純額） 578 635

有形固定資産合計 ※1
 19,283

※1
 19,617

無形固定資産 607 628

投資その他の資産

投資有価証券 2,502 2,650

繰延税金資産 3,688 3,841

その他 2,108 2,086

貸倒引当金 △366 △367

投資その他の資産合計 7,933 8,210

固定資産合計 27,824 28,457

資産合計 72,249 74,308
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 14,110 15,553

短期借入金 1,382 1,393

1年内返済予定の長期借入金 5,000 5,000

未払法人税等 123 387

為替予約 140 －

その他 ※2
 5,883 5,535

流動負債合計 26,640 27,869

固定負債

長期未払金 116 179

繰延税金負債 147 130

退職給付引当金 6,378 6,598

ＰＣＢ廃棄物処理引当金 113 113

資産除去債務 213 －

固定負債合計 6,969 7,021

負債合計 33,610 34,890

純資産の部

株主資本

資本金 14,640 14,640

資本剰余金 11,374 11,374

利益剰余金 14,146 14,667

自己株式 △939 △939

株主資本合計 39,221 39,742

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 289 411

繰延ヘッジ損益 △83 102

為替換算調整勘定 △788 △840

評価・換算差額等合計 △582 △325

純資産合計 38,639 39,417

負債純資産合計 72,249 74,308
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 19,196 20,112

売上原価 15,259 15,900

売上総利益 3,936 4,211

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 1,170 1,137

広告宣伝費及び販売促進費 321 315

給料手当及び福利費 1,560 1,575

退職給付費用 142 133

旅費交通費及び通信費 172 177

減価償却費 50 47

その他 573 556

販売費及び一般管理費合計 3,990 3,943

営業利益又は営業損失（△） △53 268

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 33 44

不動産賃貸料 13 13

持分法による投資利益 － 7

為替差益 16 －

助成金収入 39 －

その他 40 66

営業外収益合計 146 135

営業外費用

支払利息 33 25

持分法による投資損失 6 －

為替差損 － 3

その他 8 2

営業外費用合計 49 31

経常利益 43 373
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

特別利益

固定資産売却益 0 2

国庫補助金 117 0

保険差益 2 －

関係会社株式売却益 2 －

貸倒引当金戻入額 9 108

特別利益合計 132 111

特別損失

固定資産除却損 4 14

投資有価証券評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198

特別損失合計 4 213

税金等調整前四半期純利益 170 271

法人税、住民税及び事業税 53 100

法人税等調整額 60 125

法人税等合計 114 225

少数株主損益調整前四半期純利益 － 46

四半期純利益 56 46
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 170 271

減価償却費 839 704

のれん償却額 8 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △110

受取利息及び受取配当金 △36 △48

支払利息 33 25

為替差損益（△は益） △6 △1

持分法による投資損益（△は益） 6 △7

固定資産除売却損益（△は益） 4 12

投資有価証券評価損益（△は益） － 0

保険差益 △2 －

補助金収入 △117 △0

関係会社株式売却損益（△は益） △2 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198

売上債権の増減額（△は増加） 3,923 3,359

たな卸資産の増減額（△は増加） △84 △401

仕入債務の増減額（△は減少） △1,418 △1,457

未払消費税等の増減額（△は減少） △135 △179

退職給付引当金の増減額（△は減少） △275 △219

その他の資産の増減額（△は増加） 148 △30

その他の負債の増減額（△は減少） △623 314

小計 2,416 2,438

利息及び配当金の受取額 36 48

利息の支払額 △10 △2

保険金の受取額 2 －

補助金の受取額 117 0

法人税等の支払額 △148 △356

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,414 2,129
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 0 △34

固定資産の取得による支出 △404 △245

固定資産の売却による収入 1 2

投資有価証券の取得による支出 △8 △14

関係会社株式の売却による収入 2 －

貸付けによる支出 △100 －

貸付金の回収による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △508 △291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △953 △11

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △567 △566

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,522 △578

現金及び現金同等物に係る換算差額 34 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418 1,272

現金及び現金同等物の期首残高 2,663 5,380

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,081

※
 6,653
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年６月30日)

会計処理基準に関する

事項の変更

(1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第

16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適用している。

　これによる、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はない。

　

(2) 資産除去債務に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計

基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用している。

　これにより、営業利益及び経常利益は0百万円、税金等調整前四半期純利益は199百

万円それぞれ減少している。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は213百万円である。

　

　

　

【表示方法の変更】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 73,606百万円　　

　　　　　　　　　　　　　　
※１　有形固定資産の減価償却累計額 　71,710百万円　

※２　第１四半期連結会計期間より、当社は支払手形によ

る支払の一部を一括支払信託方式に変更した。こ

れにより従来の方式によった場合に比べ、支払手

形及び買掛金が556百万円減少し、その他流動負債

が556百万円増加した。　　　　　　　　　　　　　　　

─────────

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,132百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△51　〃

現金及び現金同等物 3,081百万円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,749百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△96　〃

現金及び現金同等物 6,653百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月1日  

至  平成22年６月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 195,627,147

　

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 6,652,408

　

　

３  配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 566百万円 ３円 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　
シューズ
事業
(百万円)

プラスチック
　　
事業
(百万円)

産業資材
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

5,580 7,257 6,358 19,196 ― 19,196

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 36 155 192 （192） ―

計 5,580 7,294 6,514 19,389（192） 19,196

営業利益又は営業損失(△) 331 △125 312 517 （571） △53

(注) １　事業区分は、売上集計区分によっている。

２　各事業の主要な製品

(1)シューズ事業：インジェクションシューズ、スポーツブランドシューズ

(2)プラスチック事業：車輌内装用資材、フイルム、インフレータブルボート、引布、床材、壁材

(3)産業資材事業：ウレタン、断熱資材、工業資材、ソルボ等

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　
日本
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

17,398 1,798 19,196 ― 19,196

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

160 446 606 （606） ―

計 17,558 2,244 19,803（606） 19,196

営業利益又は営業損失(△) 422 93 516 （570） △53

(注)　本邦以外の区分に属する主な国又は地域について「北米」「アジア」に区分しているが、全セグメントの売上高

の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるそれぞれの地域の割合が10％未満であるため「その他

の地域」として一括して記載している。

(1)国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。

(2)各区分に属する主な国又は地域

　　 その他の地域　　北米：米国

　　　　　　　　　　 アジア：中国
　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 1,930 1,930

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 19,196

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

10.1 10.1
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(注)　１　「その他の地域」の海外売上高は、「北米」「アジア」に区分しているが、全セグメントの

　　売上高の合計に占めるそれぞれの地域の割合が10％未満であるため一括して記載している。

　　(1)国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。

　　(2)各区分に属する主な国又は地域

　　　　 その他の地域　　北米：米国

　　　　　 　　　　　　　アジア：中国

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

　

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分

の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。

　当社は、製品・サービス別に事業の部門を分けており、各事業の部門は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開している。

　したがって、当社は、事業の部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「シューズ事業」、

「プラスチック事業」及び「産業資材事業」の３つを報告セグメントとしている。

　「シューズ事業」は、インジェクションシューズ、スポーツブランドシューズの製造販売をしている。「プラスチック

事業」は、車輌内装用資材、フイルム、インフレータブルボート、引布、床材、壁材の製造販売をしている。「産業資材事

業」は、ウレタン、断熱資材、工業資材、ソルボ等の製造販売をしている。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

　
シューズ
事業

プラスチック
　　
事業

産業資材
事業

計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 4,869 8,947 6,295 20,112 ― 20,112

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 43 201 245 △245 ―

計 4,869 8,990 6,497 20,357 △245 20,112

セグメント利益 201 237 402 842 △573 268

(注)１．セグメント利益の調整額△573百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（一般管理費）である。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３

月21日）を適用している。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 204.47円
　

　 　

　 208.59円
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0.30円
　

１株当たり四半期純利益金額 0.24円
　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載していない。

　　２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

四半期純利益(百万円) 56 46

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 56 46

普通株式の期中平均株式数(千株) 189,001 188,974

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。
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２ 【その他】

　該当事項なし。

　

EDINET提出書類

アキレス株式会社(E01096)

四半期報告書

25/28



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月６日

アキレス株式会社

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　野　　眞　　一　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　原　　　　　健　　印

　

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアキ

レス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アキレス株式会社及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管している。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月５日

アキレス株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中　　野　　眞　　一　　印 

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    原        　健    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアキ

レス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アキレス株式会社及び連結子会社の平成22年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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